
〈
広
告
〉

　

令
和
3
年
度
お
よ
び
4
年
度
に

町
が
発
注
す
る
森
林
整
備
業
務
の

入
札
に
参
加
す
る
方
に
必
要
な

「
資
格
審
査
申
請
書
」
を
次
の
日
程

で
受
け
付
け
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

　

2
月
1
日
（
月
）
〜
26

日
（
金
）

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】

　

町
Ｈ
Ｐ
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

農
林
課
林
業
係
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令
和
3
・
4
年
度
森
林

整
備
業
務
に
係
る
入
札

参
加
資
格
申
請
の
受
付

に
つ
い
て

【
介
護
料
支
給
の
ご
案
内
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
を
含
む
）
事
故

に
よ
る
重
度
後
遺
障
害
（
脳
損
・

脊
損
）
に
よ
り
介
護
を
要
す
る
方

へ
、
後
遺
障
害
の
程
度
な
ど
に
応

じ
て
、
月
額
3
6
，
5
0
0
円
〜

2
1
1
，
5
3
0
円
支
給
し
ま
す
。

【
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
の
貸
付
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
含
む
）
事
故
に

よ
り
死
亡
ま
た
は
重
度
後
遺
障
害

（
脳
損
・
脊
損
）
を
負
わ
れ
た
方
の

義
務
教
育
終
了
前
の
子
弟
に
対

し
、
月
々
一
定
額
の
育
成
資
金
を

無
利
子
で
貸
し
付
け
し
ま
す
。

【
交
通
遺
児
等
友
の
会
入
会
の
ご

　

案
内
】

　

自
動
車
（
バ
イ
ク
含
む
）
事
故
に

よ
り
死
亡
ま
た
は
重
度
後
遺
障
害

（
脳
損
・
脊
損
）
を
負
わ
れ
た
方
の

義
務
教
育
終
了
前
の
子
弟
の
い
る

家
庭
に
対
し
、
交
流
会
や
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

自
動
車
事
故
対
策
機
構函

館
支
所
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ナ
ス
バ
（
自
動
車
事
故

対
策
機
構
）
よ
り
、
交

通
事
故
被
害
者
世
帯
の

皆
さ
ん
に
援
護
制
度
を

ご
紹
介
し
ま
す

　

令
和
3
年
度
お
よ
び
4
年
度
に

町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等
の
入

札
に
参
加
す
る
方
に
必
要
な
「
資

格
審
査
申
請
書
」
を
次
の
日
程
で

受
け
付
け
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

　

2
月
1
日
（
月
）
〜
26

日
（
金
）

（
期
間
内
必
着
）

※
原
則
、
郵
送
で
の
受
付
と
な
り

ま
す
。
期
間
内
に
送
付
さ
れ
て

も
不
足
書
類
等
が
あ
る
と
不
受

理
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
早
め
の
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
送
付
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

〒
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9
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八
雲
町
住
初
町
1
3
8
番
地

　

建
設
課
管
理
係
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※
申
請
に
必
要
な
書
類
は
町
Ｈ
Ｐ

　

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
3
・
4
年
度
建
設

工
事
等
に
係
る
入
札
参

加
資
格
申
請
の
受
付
に

つ
い
て

ふるさと納税の状況
12月末現在（累計令和2年4月～令和2年12月）

寄附件数 93,854件

寄附金額 1,798,776,670円

広報 ���  2月号　10


